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会

○
青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
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規
程
及
び
青
森
県
立
学
校
専
決
代
決

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(
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福
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�
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業

○
青
森
県
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院
局
の
組
織
等
に
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す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程(
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院

局

経
営
企
画
室)

…

�

規

則

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
委
員
会
等
に
委
任
し
、
及
び
補
助
執
行
さ
せ
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
号

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
委
員
会
等
に
委
任
し
、
及
び
補
助
執
行
さ
せ

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
委
員
会
等
に
委
任
し
、
及
び
補
助
執
行
さ
せ
る
規

則

(

昭
和
三
十
九
年
八
月
青
森
県
規
則
第
七
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中

｢

除
く
。)

及
び｣

を

｢

除
く
。)

、｣

に
改
め
、

｢

事
務
を
除
く
。)

｣

の

下
に

｢

及
び
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

(

平
成
二

十
三
年
法
律
第
百
七
号)

の
施
行
に
関
す
る
事
務

(

同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
読
み

替
え
ら
れ
る
同
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。)

｣

を
加
え
る
。

第
七
条
第
四
項
中｢

除
く
。)

及
び｣

を｢

除
く
。)

、｣

に
、｢

除
く
。)

で｣

を｢

除
く
。)

及
び
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る

事
務

(

同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
読
み
替
え
ら
れ
る
同
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。)

で｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
病
院
事
業
管
理
者
に
委
任
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
一
号

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
病
院
事
業
管
理
者
に
委
任
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
病
院
事
業
管
理
者
に
委
任
す
る
規
則

(

平
成
十
九
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年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中

｢

及
び
平
成
二
十
二
年
度
等
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二

十
二
年
法
律
第
十
九
号)

｣

を

｢

、
平
成
二
十
二
年
度
等
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る

法
律

(
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
九
号)

及
び
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等

に
関
す
る
特
別
措
置
法

(

平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
七
号)

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
二
号

青
森
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
財
務
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

八
十
一
条
第
三
号
中

｢
(

平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
九
号)

｣

の
下
に

｢

又
は
平
成
二
十
三
年

度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

(

平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
七
号)

｣

を
加
え
る
。

別
記
第
二
の
第
四
十
四
条
の
二
第
一
号
及
び
第
二
号
中

｢第
８
条
第
１
項
第
１
号
｣

を
｢第
８
条

第
１
号
｣

に
改
め
、
同
条
第
五
号
中

｢第
９
６
条
の
３
｣

を

｢第
９
６
条
の
６
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
記
第
二
の
第
四
十
四
条

の
二
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
六
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
八
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
二
人
事
課
給
与
事
務
担
当
グ
ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二

平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

(

平
成
二
十

三
年
法
律
第
百
七
号)

の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
読
み
替
え
ら
れ
る
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
子
ど
も
手

当
の
受
給
資
格
及
び
額
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
読
み
替
え
ら
れ
る
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

不
正
利
得
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
等
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出
の
命
令
及
び
質
問
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
資
料
の
提
供
及
び
報
告
の
要
求
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
一
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所

轄

教

育

機

関

各

県

立

学

校

青 森 県 報平成23年９月28日 水曜日 号外第80号 �� �



� �

青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
及
び
青
森
県
立
学
校
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
及
び
青
森
県
立
学
校
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
訓
令

(

青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
の
一
部
改
正)

第
一
条

青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程

(

昭
和
三
十
七
年
四
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲

第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
次
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、

第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二

職
員
に
係
る
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

(

平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
七
号)

の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
六
条
の
規
定
に
よ
る
子
ど
も
手
当
の
受
給
資
格
及
び
額
の
認
定

ロ

第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
の
届
出
等
の
受
理

ハ

第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出
の
命
令
及
び
質
問

ニ

第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
資
料
の
提
供
及
び
報
告
の
要
求

別
表
第
七
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す

る
次
の
こ
と
。

イ

第
六
条
の
規
定
に
よ
る
子
ど
も
手
当
の
受
給
資
格
及
び
額
の
認
定

ロ

第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
の
届
出
等
の
受
理

ハ

第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出
の
命
令
及
び
質
問

ニ

第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
資
料
の
提
供
及
び
報
告
の
要
求

(

青
森
県
立
学
校
専
決
代
決
規
程
の
一
部
改
正)

第
二
条

青
森
県
立
学
校
専
決
代
決
規
程

(

平
成
八
年
三
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
事
務
長
専
決
事
項
の
欄
第
三
号
中

｢

第
十
三
号｣

を

｢

第
十
四
号｣

に
改
め
、
同
欄

中
第
二
十
一
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三

平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

(

平
成
二
十

三
年
法
律
第
百
七
号)

第
六
条
の
規
定
に
よ
る
子
ど
も
手
当
の
受
給
資
格
及
び
額
の
認
定

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

営

企

業

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
八
号

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程

(

平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
一

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
四
課
長
等

(

つ
く
し
が
丘
病
院
運
営
室
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

の
項
の
第
十
一
号
及
び

課
長
等

(

つ
く
し
が
丘
病
院
運
営
室
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

の
項
の
第
九
号
中

｢

及
び
平
成
二
十

二
年
度
等
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律｣

を

｢

、
平
成
二
十
二
年
度
等
に
お
け
る

子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
及
び
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関

す
る
特
別
措
置
法｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭
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